
令和２年５月改正

自然災害時における登校について

鹿児島県立松陽高等学校

１ 登校に利用している公共交通機関のすべてが通常運行をしている場合

・ 安全に留意し，原則として登校してください。

２ 登校に利用している公共交通機関のいずれかが通常運行でない場合

・ ＊自宅や駅構内で待機し，天候の回復および公共交通機関の運行再開を待ってく

ださい。

＊ 運行再開まで駅構内で長時間待機をする場合は，駅の立地（土砂災害や河

川氾濫の危険性など）を踏まえ，一旦自宅等に避難するなど，安全に留意し

た行動をとってください。

(1) 午前１１時までに利用する公共交通機関のすべてが通常運行を再開した場合、

安全に留意して，原則として登校してください。

(2) 午前１１時に利用する公共交通機関のいずれかが通常運行を再開していない場

合，自宅待機となります。

※ 事前に松陽安心メール等によって連絡があった場合は，上記１，２によらず連絡

内容に従って行動してください。

※ 上記２の場合，原則として欠席，遅刻扱いにはなりません。また学校への連絡も

不要です。

※ 迅速な災害対応の妨げになる場合もあることから，学校への問合せは控えてくだ

さい。


